
（単位数 163 ) （単位数 244 ) （単位数 387 )

サービス
提供時間帯

利用料
利用者
負担額
（1割）

利用者
負担額
（2割）

利用者
負担額
（3割）

利用料
利用者
負担額
（1割）

利用者
負担額
（2割）

利用者
負担額
（3割）

利用料
利用者
負担額
（1割）

利用者
負担額
（2割）

利用者
負担額
（3割）

昼間 1,812 182 363 544 2,713 272 543 814 4,303 431 861 1,291

早朝・夜間
（25%割増）

2,268 227 454 681 3,391 340 679 1,018 5,382 539 1,077 1,615

深夜
（50%割増）

2,724 273 545 818 4,069 407 814 1,221 6,460 646 1,292 1,938

（単位数 567 )

サービス
提供時間帯

利用料
利用者
負担額
（1割）

利用者
負担額
（2割）

利用者
負担額
（3割）

昼間 6,305 631 1,261 1,892

早朝・夜間
（25%割増）

7,884 789 1,577 2,366

深夜
（50%割増）

9,463 947 1,893 2,839

（単位数 179 ） （単位数 220 ）

サービス
提供時間帯

利用料
利用者
負担額
（1割）

利用者
負担額
（2割）

利用者
負担額
（3割）

利用料
利用者
負担額
（1割）

利用者
負担額
（2割）

利用者
負担額
（3割）

昼間 1,990 199 398 597 2,446 245 490 734

早朝・夜間
（25%割増）

2,490 249 498 747 3,058 306 612 918

深夜
（50%割増）

2,991 300 599 898 3,669 367 734 1,101

（単位数 65 ） （単位数 130 ） （単位数 195 ）

利用料
利用者
負担額
（1割）

利用者
負担額
（2割）

利用者
負担額
（3割）

利用料
利用者
負担額
（1割）

利用者
負担額
（2割）

利用者
負担額
（3割）

利用料
利用者
負担額
（1割）

利用者
負担額
（2割）

利用者
負担額
（3割）

昼間 3,436 344 688 1,031 4,158 416 832 1,248 4,881 489 977 1,465

早朝・夜間
（25%割増）

4,292 430 859 1,288 5,204 521 1,041 1,562 6,104 611 1,221 1,832

深夜
（50%割増）

5,159 516 1,032 1,548 6,238 624 1,248 1,872 7,328 733 1,466 2,199

※地域区分毎の加算（2級地、1単位＝11.12）をかけて計算した金額。

※地域区分毎の加算（2級地、1単位＝11.12）をかけて計算した金額。

生活機能向上連携加算（Ⅱ） 200 2,224 223  1月につき

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）
所定単位数の

245/1000
左記の1割

 基本サービス費に各種加算減算を
 加えた総単位数（所定単位数）

初回加算 200 2,224 223  初回のみ、1月につき

生活機能向上連携加算（Ⅰ） 100 1,112 112  1月につき

特定事業所加算（Ⅰ）
所定単位数の

20/100
左記の1割  1回当たり

緊急時訪問介護加算 100 1,112 112  1回の要請に対して1回

区
分

サービス
提供時間数

20分以上45分未満 45分以上

算定回数等

生
活
援
助

区
分

身体介護20
分以上30分
未満+生活援
助の時間数

生活20分以上 生活45分以上 生活70分以上

身
体
生
活

加　算 単位数 利用料
利用者

1割負担額

■　大阪市　訪問介護　■

身
体
介
護

サービス
提供時間数

1時間以上1時間30分未満

（単位：円）

区
分

サービス
提供時間数

20分未満 20分以上30分未満 30分以上1時間未満

昼間 ： 午前8時から午後6時まで

早朝 ： 午前6時から午前8時まで

夜間 ： 午後6時から午後10時まで

深夜 ： 午後10時から午前6時まで

令和6年6月1日



（単位数 1,176 ) （単位数 2,349 ) （単位数 3,727 )

利用料
利用者
負担額
（1割）

利用者
負担額
（2割）

利用者
負担額
（3割）

利用料
利用者
負担額
（1割）

利用者
負担額
（2割）

利用者
負担額
（3割）

利用料
利用者
負担額
（1割）

利用者
負担額
（2割）

利用者
負担額
（3割）

通常の場合
（月毎の定額制）

13,077 1,308 2,616 3,924 26,120 2,612 5,224 7,836 41,444 4,145 8,289 12,434

日割りとなる場合 433 44 87 130 856 86 172 257 1,367 137 274 411

※地域区分毎の加算（2級地、1単位＝11.12）をかけて計算した金額。

（単位数 888 ) （単位数 1,774 ) （単位数 2,815 )

利用料
利用者
負担額
（1割）

利用者
負担額
（2割）

利用者
負担額
（3割）

利用料
利用者
負担額
（1割）

利用者
負担額
（2割）

利用者
負担額
（3割）

利用料
利用者
負担額
（1割）

利用者
負担額
（2割）

利用者
負担額
（3割）

通常の場合
（月毎の定額制）

9,874 988 1,975 2,963 19,726 1,973 3,946 5,918 31,302 3,131 6,261 9,391

日割りとなる場合 322 33 65 97 644 65 129 194 1,034 104 207 311

※地域区分毎の加算（2級地、1単位＝11.12）をかけて計算した金額。

加算 単位数 利用料
利用者

1割負担額
算定回数等

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）
所定単位数の

245/1000
左記の1割

 基本サービス費に各種加算減算を
 加えた総単位数（所定単位数）

サービス
提供区分

生活援助型訪問サービス費 生活援助型訪問サービス費 生活援助型訪問サービス費

週1回程度の利用が必要な場合 週2回程度の利用が必要な場合 週2回を超える利用が必要な場合

（単位：円）

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）
所定単位数の

245/1000
左記の1割

 基本サービス費に各種加算減算を
 加えた総単位数（所定単位数）

生活機能向上連携加算（Ⅰ） 100 1,112 112  1月につき

生活機能向上連携加算（Ⅱ） 200 2,224 223  1月につき

加算 単位数 利用料
利用者

1割負担額
算定回数等

初回加算 200 2,224 223  初回のみ、1月につき

■大阪市　介護予防・日常生活支援総合事業(第一号訪問事業)■
（単位：円）

サービス
提供区分

介護予防型訪問サービス費（Ⅰ） 介護予防型訪問サービス費（Ⅱ） 介護予防型訪問サービス費（Ⅲ）

週1回程度の利用が必要な場合 週2回程度の利用が必要な場合 週2回を超える利用が必要な場合

令和6年6月1日


